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○議長（吉田敏郎） 

皆さんおはようございます。 

ただいまの出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、これより令和

３年開成町議会９月定例会議第３日目の会議を開きます。 

午前９時００分 開議 

○議長（吉田敏郎） 

早速、本日の日程に入ります。 

本日は、決算認定について、一般会計から特別会計及び企業会計までの説明を順

次、担当課長に求める予定としております。よって、町三役は出席しておりません

ので御承知おきください。 

なお、本定例会においては、新型コロナウイルス感染防止のため、マスクの着用

と着座での発言を許可しております。 

では、直ちに日程に入ります。日程第１ 認定第１号 決算認定について（一般

会計）から日程第８ 認定第７号 決算認定について（下水道事業会計）及び日程

第７ 議案第４１号 令和２年度開成町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いての計８議題を開成町議会会議規則第３６条の規定に基づき一括議題とします。 

日程第１ 認定第１号 決算認定について（一般会計）の細部説明を順次、担当

課長に求めますけれども、１つお願いがございますので、よろしくお願いします。

今回、初めてタブレットと事業説明書と併用して行いますので、少し、初めの部分

と途中の説明を少しゆっくりしていただければと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

それでは、細部説明を順次、担当課長に求めます。 

企画総務部長兼財務課長。 

○企画総務部長兼財務課長（小宮好徳） 

それでは、よろしくお願いいたします。 

認定第１号 決算認定について（一般会計）。 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和２年度開成町一般会計歳入歳出

決算は別冊のとおりにつき、監査委員の意見をつけて認定を求めます。 

令和３年９月７日提出、開成町長、府川裕一。 

それでは、令和２年度開成町歳入歳出決算書をお開きいただきたいと思います。

決算書をお願いいたします。 

３ページ目になります。 

全会計の決算にかかる手続について、御説明いたします。上段の部分は、地方自

治法第２３３条第１項の規定により、一般会計ほか４つの特別会計の歳入歳出決算

書、実質収支に係る調書及び財産に関する調書が令和３年７月９日に会計管理者か

ら町長に提出された際の文面でございます。下段の部分は、提出された決算書類を

地方自治法第２３３条第２項の規定に基づいて令和３年７月１２日に町長が監査委

員に提出し審査を求めた際の文面でございます。 
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４ページ、５ページを御覧いただきたいと思います。次のページになります。 

令和２年度開成町一般会計及び特別会計決算審査意見書でございます。町長から

監査委員に提出された一般会計及び特別会計に関する決算書類等について、地方自

治法第２３３条第２項及び第２４１条第５項の規定に基づき実施された決算審査に

関する意見書が令和３年８月４日に監査委員から町長に提出されてございます。 

次のページ、６ページをお願いいたします。 

令和３年６月２８日に、地方公営企業法第３０条第２項の規定により、水道事業

会計及び下水道事業会計に係る決算書類が町長から監査委員に提出された際の文面

でございます。 

次のページ、７ページになります。 

提出された水道事業会計及び下水道事業会計に係る決算書類等に対して、地方公

営企業法第３０条第２項の規定に基づき審査した結果、審査意見書が令和３年８月

４日に監査委員から町長に提出をされてございます。 

続きまして、令和２年度開成町一般会計歳入歳出決算書になります。１１ページ

を御覧いただきたいと思います。 

一般会計歳入歳出決算総額となります。歳入予算現額８８億９，５３３万２，４

７４円、歳入決算額８８億９，８９８万２，８８１円、歳出予算現額８８億９，５

３３万２，４７４円、歳出決算額８３億５，９０５万６，１２８円、歳入歳出差引

額５億３，９９２万６，７５３円、うち基金繰入額０円。 

すみません。米印ですね、アスタリスクを御覧いただきたいと思います。マーク

のところです。令和２年９月に発生した釣り銭亡失により５，０００円亡失し、こ

れの補填金を歳入２０款諸収入で歳入したため、歳入歳出差引残額及び後頁、実質

収支額において同額の現金が不足する。 

令和３年９月７日提出、神奈川県足柄上郡開成町長、府川裕一。 

次の１２、１３ページを御覧ください。 

令和２年度一般会計歳入歳出決算書、歳入になります。１款町税から２１款町債

まで、予算現額８８億９，５３３万２，４７４円、調定額８９億３，５７３万８，

２２２円、収入済額８８億９，８９８万２，８８１円、不納欠損額１０２万８，１

４８円、収入未済額３，５７２万７，１９３円でございます。 

次ページ、１４、１５ページを御覧いただきたいと思います。 

歳出になります。１款議会費から１３款予備費まで、予算現額８８億９，５３３

万２，４７４円、支出済額８３億５，９０５万６，１２８円、翌年度繰越額１億６，

０２１万４，２５０円、不用額３億７、６０６万２，０９６円、歳入歳出差引残額

は５億３，９９２万６，７５３円でございました。 

それでは、令和２年度開成町一般会計歳入歳出決算事項別明細につきまして、順

次、御説明を申し上げます。令和２年度開成町歳入歳出決算事業別説明書を主体に

御説明させていただきたいと思います。なお、説明に際しましては、新規事業、重

点事業、新型コロナ感染症対策事業、こちらは２３２から２３５ページに記載して
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ございますけれども、これらを中心に簡潔に御説明させていただきたいと思います

ので、御了承いただきたいと思います。 

それでは、決算事項別明細書３ページをお開きいただきたいと思います。 

まず、町税から御説明申し上げます。 

○税務課長（高橋靖恵） 

初めに、町税の合計につきましては、一般会計の歳入合計の３３％ほどを占めて

おり、項の税ごとの比率としましては、町民税が４４％、固定資産税が５０％、軽

自動車税が２％、たばこ税が４％となっております。 

それでは、歳入の款、町税について、増減の主な要因について御説明いたします。 

項、町民税、目、個人、科目、均等割、３，２２６万３，０００円でございます。

課税対象者が前年度比２９６件の増により、増額となっています。 

続きまして、科目、所得割、１０億６，４１１万３，７９５円でございます。課

税対象者と課税標準額の増により、増額となっています。 

続きまして、科目、分離譲渡、４，４５９万７，６００円でございます。高額納

税者の影響により、前年度比１，９０４万７，３００円の増額となっています。 

続きまして、個人町民税の滞納繰越分、８８９万５，００６円でございます。徴

収率は、令和元年度が３５．４％、令和２年度は１５％増の５０．４％となってお

ります。令和２年度につきましては、徴収嘱託員、県からの派遣というところで徴

収対策が手厚くなったというところで、徴収率の増加となっております。 

続きまして、法人、均等割、４，５７０万３，９００円でございます。高額納税

法人の申告の影響により、前年度比２８８万２，６００円の増額となっております。 

続きまして、科目、法人税割、９，５１８万２，９００円でございます。高額納

税法人の申告による影響と税率改正に伴う予定申告額の影響により、前年度比２億

７，６９５万９，８００円の減額となっています。 

続きまして、法人町民税の滞納繰越分、２８万３，６００円でございます。徴収

率は、令和元年度が１０．９％、令和２年度は２３％増の３３．９％となっており

ます。 

続きまして、項、固定資産税、科目、土地、５億８，４７８万４，７００円でご

ざいます。新築家屋の増による住宅用地特例の適用地が増加したことと地価の下落

に伴い、前年度比１，１９６万１，５７５円の減額となっています。 

続きまして、科目、家屋、６億３，０２２万６，１００円でございます。住宅の

新築１４７棟と新築住宅軽減の終了の影響により、前年度比１，９４８万８，１７

５円の増額となっております。 

続きまして、科目、償却資産、１億７，６１２万８００円でございます。機械装

置の除却などの影響により、前年度比２６５万５，６００円の減額となっています。 

１つ飛ばしまして、固定資産税の滞納繰越分、７５０万４，７２２円でございま

す。徴収率は、令和元年度が３０．５％、令和２年度は５．７％増の３６．２％と

なっています。 
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１つ飛ばしまして、項、軽自動車税、目、環境性能割、１４３万１，６００円で

ございます。自動車取得税の廃止により、令和元年１０月から導入された車両の環

境性能に応じて課せられる税となります。１％分軽減を延長したことにより、予算

額より５０万円ほど減額となっております。 

続きまして、目、種別割、科目、原動機付自転車、２１２万３，０００円でござ

います。件数、決算額ともに、ほぼ横ばいとなっております。 

続きまして、科目、軽自動車、３，４４９万５００円でございます。四輪の自家

用乗用車の登録の増により、１１１万２００円の増額となっております。 

続きまして、科目、小型特殊自動車、４１万８，２００円でございます。農耕作

業用の増により、１万７，９００円の増額となっております。 

続きまして、科目の小型二輪車、１３６万２，０００円でございます。前年度比

１１件増の６万６，０００円の増額となっております。 

続きまして、軽自動車税の滞納繰越分、１７万６，２００円でございます。徴収

率は、令和元年度が３２．２％、令和２年度は５％減の２７．２％となっておりま

す。 

続きまして、項、たばこ税、１億１，６１３万７３１円でございます。令和２年

１０月のたばこ税増税の影響と手持品課税分の増により、前年度比６５万８，００

０本、２３４万２，５５５円の増となっています。 

○企画総務部長兼財務課長（小宮好徳） 

続きまして、地方譲与税、地方揮発油譲与税でございます。９４８万６，０００

円でございます。揮発油税の全額の１００分の４２を市町村の道路延長、面積に応

じて交付されるものでございます。 

同じく、２項になりますけれども、自動車重量譲与税になります。２，７６０万

円でございます。自動車重量税の１，０００分の４２２が交付されます。こちらも、

市町村の道路延長、面積に応じて交付されるものでございます。 

１０ページになります。 

すみません。中段ですね。４つ飛ばしていただいて、６款の法人事業税交付金に

なります。地方法人特別税・譲与税制度、国税になりますけれども、これの廃止に

伴いまして、市町村分の法人住民税割の減収分の補填措置として法人事業税の一部

を都道府県から市町村に交付されるものでございます。 

続きまして、地方消費税交付金、３億５，４４４万円でございます。令和元年１

０月から、消費税が１０％に引き上げられました。そのうちの２．２％は地方消費

税として都道府県が収納し、そのうちの２分の１が市町村に交付されるものでござ

います。税率改正の影響により、前年度比６，２７４万５，０００円増となってご

ざいます。また、その一部につきましては社会保障財源化分として交付されますの

で、社会保障４経費、年金、医療、介護、少子化対策に要してございます。 

１１ページになります。 

８款環境性能割交付金でございます。６８２万１，８６６円でございます。都道
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府県が自動車の環境性能に対して課する税であり、県収納額の９５％を乗じて得た

額の１００分の４７に相当する額を市町村の道路延長、面積に応じて交付されるも

のでございます。令和元年１０月から、新規に導入されてございます。令和２年度

は、通年化により増収となってございます。 

次です。地方特例交付金になります。住宅ローン減税分になります。２，４６０

万１，０００円でございます。所得税から控除し切れない住宅ローンの控除分を住

民税から控除する措置が取られてございます。その分、住民税が減収いたしますの

で、これを補填するために交付されるものでございます。 

続きまして、減収補填の環境性能割分でございます。４５０万３，０００円です。

車を購入した際の税率が１％軽減されてございます。この軽減による税収が補填さ

れるものでございます。 

１つ飛ばしていただいて、地方交付税になります。普通交付税、２億４，９０３

万８，０００円でございます。全ての地方公共団体が一定の水準を維持し得るよう

に財源を保証するため、全国一律の基準によって算定される制度でございます。地

方公共団体の財源の不均衡を調整し、行政サービスが提供できるよう財源を保証す

るため、国から地方公共団体に交付される資金でございます。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

続きまして、ページは１４ページになります。 

使用料及び手数料、手数料、衛生手数料、保健衛生手数料、し尿処理手数料現年

度分でございます。１００万７，０２８円。これは、くみ取りの世帯及び工事現場

等の仮設トイレのくみ取り手数料となってございます。 

１つ飛びまして、粗大ごみ収集手数料、３４０万８，９００円。こちらは粗大ご

みの収集手数料、受付件数は延べで１，５８３件となってございます。 

○総務課長（中戸川進二） 

次のページ、中段、ページ、１５ページの中段になります。 

寄附金、一般寄附金、ふるさと応援寄附金、３億７，０７７万１，０００円でご

ざいます。こちらは、ふるさと納税制度による寄附金で、寄附件数は１万６，１１

９件でございました。前年度比では、金額は約２，５００万円増加した一方で、件

数は３，７７３件減った状況でございます。要因といたしましては、令和元年度に

新型コロナウイルス感染症の影響で一時的に需要が高まったトイレットペーパー等、

紙製品の返礼品が令和２年度は平常に戻ったことで件数が約３，０００件減ったこ

と、その反面、返礼品の大半を占める化粧品のうち、高額返礼品の需要が高まった

ことが寄附金の増加につながったと捉えています。 

○子育て健康課長（田中美津子） 

１つ飛んで、衛生費寄附金、新型コロナウイルス感染症予防事業寄附金でござい

ます。２２６万１，９００円。新型ウイルス感染症対策に対する寄附金でございま

して、個人３件、団体６件、合計９件分でございます。こちらにつきましては、児

童福祉の新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費に充てさせていただいておりま
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す。 

○街づくり推進課長（高橋清一） 

次に、目、土木費寄附金、節、土木管理費寄附金、科目、土木管理費寄附金でご

ざいます。こちらは、開成町南部地区土地管理組合から、みなみ地区を中心とした

南部地域の発展のための公共施設用地の購入及び、みなみ地区内の公園等の植栽・

維持管理費用として５，８００万円の寄附がございました。 

○企画総務部長兼財務課長（小宮好徳） 

続きまして、繰入金になります。財政調整基金繰入金でございます。前年度積立

分を財政調整基金から１億５，０００万円、取り崩したものでございます。令和２

年度末の基金残高は、５億７，９８５万５，０００円でございました。 

１６ページになります。 

同じく、公共施設整備基金繰入金でございます。新庁舎建設に伴いまして公共施

設整備基金から１億円を取り崩したものでございます。令和２年度末の基金残高は、

３億２，０００万円でございます。 

○会計管理者（石井直樹） 

続きまして、資料１７ページでございます。 

一番下段の諸収入、雑入、総務費雑入で、釣り銭亡失に係る弁償金でございます。

５，０００円でございます。冒頭、お話がありましたけれども、令和２年９月に発

生しました釣り銭亡失に係る弁償金でございます。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

１８ページになります。 

衛生費雑入、資源物売却代、３１３万５，１６６円。資源ごみとして回収した新

聞紙、雑誌等を売却した代金でございます。 

○企画総務部長兼財務課長（小宮好徳） 

町債になります。庁舎整備事業債になります。周辺環境整備、１億１，２５０万

円でございます。こちらは、旧庁舎解体、外構等、周辺環境整備工事に充当したも

のでございます。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

続きまして、すぐその下になります。防災行政無線整備事業債になります。こち

らにつきましては、令和元年度から令和２年１１月までの２か年にわたり整備を行

ってまいりました防災行政無線デジタル化整備事業費に充当するための地方債とな

ります。 

○学校教育課長（岩本浩二） 

続きまして、学校ネットワーク環境整備事業債でございます。ＧＩＧＡスクール

構想実現のため、小・中学校の校内ＬＡＮ整備、電源キャビネット設置に係る工事

費に充当いたしました。 

○企画総務部長兼財務課長（小宮好徳） 

続きまして、減収補てん債になります。８，９１０万円でございます。新型コロ
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ナウイルス感染症の影響で大幅な減収が生じた場合、税収不足を補填する地方債で

ございます。こちらは、もともと対象税目は法人関係４税目が限定されてございま

したけれども、新型コロナウイルスの影響によりまして７税目、追加されてござい

ます。法人税割や地方消費税交付金、たばこ税、地方揮発油譲与税の減収に伴い、

これらの地方債が発行できるものとなってございます。 

続きまして、臨時財政対策債、２億１，５１０万円になります。こちらは、地方

財政収支の不足額を補填するため、各地方公共団体が特例としてきた地方債でござ

います。一般財源の不足分に充当したものでございます。 

歳入の説明は以上となります。 

続いて、歳出に移りたいと思います。 

最初に、全会計の全体にわたる人件費について、一括して総務課長より御説明申

し上げます。 

○総務課長（中戸川進二） 

それでは、職員人件費について御説明申し上げます。 

事業別説明書の７４ページをお開きいただきますよう、お願いいたします。 

こちらは、特別職と一般職、全体の総人件費になってございます。令和２年度末

の職員数は特別職を除き１２５名、これに再任用短時間職員が６名で、合計１３１

名の職員となってございます。これは、定員適正化計画に基づいて職員採用を行っ

てきた結果でございます。 

全体について、御説明いたします。資料一番下の行、会計合計欄を御覧ください。

前年度比較において、特別職の給与が約９２万円の減となっておりますが、これは

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により町民生活や地域経済への影響を考慮し、

町長等、町三役に支給する６月の期末手当を２０％削減した結果となってございま

す。 

同様に、一般職給与のうち給料が約９４７万円、退職手当組合負担金のうち一般

負担金が約４４８万円、共済費が約２３７万円、それぞれ増となっておりますのは、

職員の増員によるものでございます。また、退職手当組合負担金のうち特別負担金

は、当該年度の退職者の状況で負担するもので、令和２年度は退職者が前年度より

少なかったため、前年度比較で約１，２８７万円の減となってございます。 

公務災害補償基金負担金は、職員が公務上で災害を受けた場合に、その災害によ

って生じた損害を補償するため、その掛金を基金に負担するものでございますが、

令和２年度は掛金の料率が前年度より下がったため、前年度比較で約３万８，００

０円の減となってございます。 

人件費全体としては９億７，４３２万１４９円で、前年度から約７４３万円の減

となってございます。 

次に、一般会計の欄を御覧ください。一般会計における職員手当等が前年度比較

で約９６１万円の減となってございますのは、前年度である令和元年度において、

県知事、県議会議員、町長、町議会議員、参議院議員通常選挙の投開票や、台風上
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陸により災害対応を図ったことによる職員手当の支給増が影響しているものでござ

います。 

そのほか、各会計の実績は記載のとおりでございますが、費目ごとに前年度比で

増減がございますのは、配置した職員実態を反映したものとなってございます。 

人件費の御説明は以上となります。なお、本説明をもって各会計における人件費

の御説明は省略させていただきますので、御了承いただきますようお願いいたしま

す。 

続いて、歳出の説明に移ります。 

事業別説明書２２ページをお開きください。 

○企画総務部長兼財務課長（小宮好徳） 

２２ページの財産管理費、庁舎整備事業費、２億７，５１１万３，７２８円にな

ります。こちらは、旧庁舎の解体及び外構等、周辺環境整備工事を実施いたしまし

た。また、新庁舎の備品購入及び移転費用でございます。 

○総務課長（中戸川進二） 

続きまして、上から３行目、総務費、財産管理費、庁用自動車整備事業費、３９

５万５，７０３円でございます。ゼロカーボンシティを表明している本町において、

二酸化炭素の排出を抑制する環境配慮への取組の一環として、一般社団法人次世代

自動車振興センターの補助金を受けながら電気自動車１台を購入いたしました。 

○企画政策課長（山口哲也） 

続きまして、１つ飛ばしまして、企画費、公共交通対策関係費、２８万３，００

０円です。多くの町民が利用する路線バスを安心して利用できるように、感染症対

策を行うバス事業者に対して１台当たり２万円の補助を行ったものでございます。 

○総務課長（中戸川進二） 

続きまして、次のページになります。２３ページです。 

上から４行目、電算管理費、新庁舎ネットワーク環境構築事業費でございます。

令和２年５月からの新庁舎での業務開始に伴い、前年度から着手した庁舎内ネット

ワークシステムの構築、機器等の移設、各設定を行い、行政サービスが平常に行え

るようＯＡ機器の環境整備を行いました。 

○教育委員会事務局参事（遠藤孝一） 

１つ飛ばしまして、町民センター施設整備事業費でございます。４１２万３，０

００円。令和３年度の工事実施に向け、町民センター及び保健センター内部改修工

事設計業務を行い、また、施設内部通信回線工事等を実施したものでございます。 

○協働推進担当課長（遠藤直紀） 

続きまして、１ページおめくりいただき、ページは２４ページになります。 

上から２つ目、協働推進費、自治会運営推進事業費でございます。自治会を中心

とした協働のまちづくりを進めるため、自治会交付金の交付や自治会活動保険の保

険料補助等により自治会活動を支援いたしました。 

○企画政策課長（山口哲也） 
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続きまして、１つ飛ばしまして、特別定額給付金給付関係費、１８億１，１０７

万７，７１２円です。計１万８，０５２人に対し、１人１０万円の特別定額給付金

を給付いたしました。給付率は９９．８％となっております。 

○総合窓口課長（土井直美） 

その１つ下になります。戸籍住民台帳費、個人番号カード交付事務費になります。

１，０１８万２，８１２円となります。こちらは、主に、地方公共団体情報システ

ム機構へ個人番号カードに係る事務委託をし、この委託分負担金として支出してい

ます。 

○企画政策課長（山口哲也） 

続きまして、３つ飛ばしまして、項、統計調査費、目、基幹統計調査等統計調査

費、６５８万４，５７２円です。こちらは、令和２年国勢調査に要する調査員報酬

等、諸経費を支出したものでございます。 

○町民福祉部参事兼福祉介護課長（渡邊雅彦） 

続きまして、次ページ、２５ページになります。 

一番上の民生費、社会福祉費、社会福祉総務費、福祉コミュニティプラン策定事

業費、２８５万９，２００円でございます。令和３年度から５年間の計画期間の第

４期地域福祉計画と開成町社会福祉協議会の第６期地域福祉活動計画を、一体的な

計画として福祉コミュニティプランとして策定いたしました。今回の福祉コミュニ

ティプランでは、自殺対策計画、成年後見利用促進基本計画、再犯防止推進計画も

合わせて策定しております。 

続きまして、高齢者保健福祉計画等策定事業費、２８７万３，６００円でござい

ます。令和３年度から３年間の計画期間の第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事

業計画を策定いたしました。前年度実施いたしましたアンケート結果を分析し、人

口推計、介護サービスの利用見込みなど、分析と推計を実施いたしました。 

１ページおめくりいただきまして、２６ページになります。 

一番下の障害者福祉費、自立支援給付関係費、３億４，１０５万５，０７６円に

なります。こちらは、障害程度の区分認定調査業務委託料と扶助費でございます。

扶助費に関しましては、障害福祉サービス、入所施設利用者のサービス、児童福祉

法に基づきます障害児通所支援サービス等でございます。特に、居宅サービス、通

所支援などの障害福祉サービス費と放課後デイサービスなどの障害児通所支援サー

ビス費の伸びが大きくなっております。 

１ページおめくりいただきまして、２７ページになります。 

３項目めの障害者基本計画等策定事業費、２２７万６，８００円でございます。

令和３年度から３年間の計画期間の第６期障害福祉計画、第２期障害児福祉計画を

策定いたしました。国の基本方針や前期計画の成果目標に対する進捗状況などを踏

まえ、障害福祉に関する施策、事業の一層の充実を図るため策定しております。 

２ページおめくりいただきまして、２９ページになります。 

下から３段目の福祉会館管理費、６，９８９万６，０９２円になります。災害時
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要援護者用拠点施設になっております福祉会館の多目的ホールの天井の落下防止対

策のため、耐震補強対策と落下防止対策を実施いたしました。あわせて、楽屋周辺

の雨漏り修繕工事を実施いたしました。また、新型コロナウイルス感染拡大に伴い

福祉会館の閉館を実施したため、利用者数が大幅に減少したことにより発生いたし

ました減免保証金の返還と、休館・開館時間短縮に伴う会館管理料について返還い

ただきました。一方で、全館休館及び利用料金の大幅減収に伴う補償金補償額を支

出いたしております。 

○子育て健康課長（田中美津子） 

１ページおめくりいただき、３０ページを御覧ください。 

一番下の段になります。子育て環境充実事業費、子ども・子育て支援活動を自発

的・自主的に行う８団体に対して助成を行ったものでございます。そのうちの６団

体につきましては、新型ウイルス感染症対策の啓発を目的とした布マスクの作成を

行い、３歳、４歳の児童、１人２枚の３５６人に配付いたしました。 

次のページ、３１ページを御覧ください。 

一番上の段になります。新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費、こちらは、

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、子育て世帯の生活支援のために町独自

の給付金を支給いたしました。２つございます。１つ目は、開成町乳児子育て支援

臨時給付金でございます。こちらは、特別定額給付金の期日を過ぎた７月３１日ま

での間に出産した産婦に対して、お子さん１人について１０万円を支給したもので

ございます。支給対象者は３５名になります。もう１つは、開成町児童扶養手当受

給者緊急支援給付金でございます。こちらにつきましては、児童扶養手当の受給者

に対して３万円を支給したものでございます。対象者は１３２名でございました。 

同じページの下から２段目でございます。新型コロナウイルス感染症対策補助金

でございますけれども、こちらは町内の認可保育所の新型ウイルス感染症対策事業

に対する補助金でございます。自動検温器、おもちゃ殺菌機、消毒物品等の購入に

対して、国１０分の１０補助金を活用して実施いたしました。 

次の段、子育て世帯臨時特別給付金関係費でございます。こちらは、新型コロナ

ウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援するため、児童手当受給者に対し

て１人１万円の臨時給付金を支給したものでございます。延べ支給児童数は２，５

９９名です。こちらも、国１０分の１０の補助金活用でございます。 

次のページ、３２ページを御覧ください。 

一番上の段、ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費でございます。こちらも、

ひとり親世帯臨時特別給付金に関する事務の経費に対する経費でございます。給付

につきましては、神奈川県からの支払いでございます。 

１ページ飛ばしまして、ページ、３４ページを御覧ください。 

上段、感染症対策事業費でございます。３行目を御覧ください。令和２年度につ

きましては、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行を避けるため、

６５歳以上の高齢者と妊婦、未就学児童へのインフルエンザ予防接種を無料化とい
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たしました。件数及び費用につきましては、資料を御覧ください。また、下から４

段目、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、感染予防対策を講じ乳幼

児健診や歯科健診を実施するために必要な物品を購入する経費を支出いたしました。

また、流通量の少ない幼児用マスクを５歳児に配布するための経費を支出いたしま

した。 

次の段です。新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費、こちらは、妊産婦が不

特定多数の人との接触を軽減して安全に妊産婦健診が受診できるよう、タクシー利

用料金の助成を行いました。また、妊婦に布マスクを毎月定期的に配付するための

経費といたしまして、郵送料１万７，０００円を支出してございます。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

すぐ１つ下になります。同じく、新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費（防

災安全課）になります。こちらにつきましては、説明書記載のとおり、町民のマス

ク不足解消のため、令和２年５月から６月にかけて、１世帯１，０００円で不織布

マスク１００枚と引き換えることができるマスク有料頒布事業に要した経費であり

まして、引換え率は８３．８％でございました。 

○町民福祉部参事兼福祉介護課長（渡邊雅彦） 

続きまして、一番下の段、新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費、福祉介護

課分になります。福祉コミュニティバスの感染症対策といたしまして、消毒用アル

コール製剤３６リットルを購入しております。 

○子育て健康課長（田中美津子） 

次のページ、３５ページの上段です。 

新型コロナウイルスワクチン接種事業費でございます。新型コロナウイルスワク

チン接種の準備のための人件費及び事務経費となります。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

環境衛生費、斎場事務関係費。こちらは、小田原市斎場事務広域化協議会の構成

町として運営経費を負担いたしました。 

１つ飛びまして、ごみ処理関係費。こちらは、燃えるごみ、燃えないごみ、割れ

物、粗大ごみなど、委託業者による収集、運搬、処理を適正に行ったものでござい

ます。また、ごみ焼却処分等を行う足柄西部清掃組合の運営費負担を行いました。 

１つ飛びまして、地球温暖化対策推進事業費。こちらは、低炭素で地球に優しい

エネルギー社会実現のため、開成町ゼロ・エネルギー・ハウス導入等、補助金交付

事業を実施したものでございます。 

このページ最後の資源化推進事業費。こちらは、資源ごみ、缶、金物、瓶類、ペ

ットボトル、紙、布、プラスチック製容器包装、こちらの収集及び再資源化を実施

したものでございます。 

次のページをお願いいたします。 

２つ飛びまして、グリーンリサイクルセンター運営事業費。こちらは、グリーン

リサイクルセンターに係る借地料、グリーンリサイクルセンターの指定管理料及び
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利用料金減免分の補償金を支出いたしました。 

○産業振興課長（熊澤勝己） 

１つ飛びまして、農林水産業費、農業費、町の花あじさい維持管理事業費です。

町の花あじさいの剪定、施肥、植え替え工事等のあじさいの里内の維持管理を行う

とともに、あじさいの里親制度の普及に努めております。あじさいの剪定につきま

しては、毎年７月に実施しております。あじさい剪定ボランティアの中止に伴いま

して、あじさい剪定業務委託につきましては、６月に補正をいただき増額して実施

をしております。 

次のページをお願いいたします。 

上から２段目です。商工費、新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費、産業振

興課分です。新型コロナウイルス感染症拡大に伴う被害を受けた中小企業への支援

ということで、国の支援が行われない収入減２０％から５０％の事業者に対して緊

急支援金として２０万円、また、感染症対策としての神奈川県の協力金を受けた事

業者に対して、上乗せで５万円の支給をしております。 

ページの一番下のあしがり郷瀬戸屋敷運営事業費です。指定管理者による瀬戸屋

敷の管理に伴う指定管理料の支出とともに、老朽化しました母屋のかやぶき屋根の

改修を４年間計画の１年目ということで実施をしております。 

○街づくり推進課長（高橋清一） 

次、次ページに移ります。３８ページです。 

下から３つ目、款、土木費、項、道路橋りょう費、目、道路新設改良費、町道改

良事業費、４，５４８万２，６５７円でございます。こちらは、安全・安心な道路

ネットワークの形成、交通の円滑化を図るため、町道２０４号線、２３５号線、２

９２号線の３路線について事業を推進いたしました。 

町道２０４号線では、道路拡幅に御協力いただいた方の補償調査を実施し、用地

買収を進めるとともに、既に確保いたしました場所について、改良工事を５１メー

トル実施いたしました。町道２３５号線では、用地買収を進めるとともに電柱の移

設というのを実施いたしました。そして、町道２９２号線では、改良工事を４２メ

ートル実施いたしました。実施場所については、資料１、主要箇所図に記載してご

ざいますので、後ほど御覧ください。 

○区画整理担当課長（井上 昇） 

続きまして、次のページをおめくりください。 

４段目、駅前通り線周辺地区土地区画整理事業費、１，４４６万９，４００円で

ございます。こちらは、事業認可図書等を作成したものでございます。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

それでは、説明資料４０ページ、次のページになります。 

下から２つ目の災害対策費、防災行政無線整備事業費になります。こちらにつき

ましては、防災行政無線デジタル化整備工事等の工事費、委託料を支出したもので

ございます。 
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次に、説明資料４１ページの一番上、災害対策推進事業費になります。こちらに

つきましては、防災備蓄品や資機材の整備のほか、電柱に避難所や浸水想定深を表

示した「まるごとまちごとハザードマップ」の設置、また、松ノ木河原多目的広場

内に建設した防災倉庫などの建設費用となってございます。 

その下になります。減災対策事業費につきましては、震災時の通電火災防止のた

め、平成２９年度から４か年の事業として設置促進を進めてまいりました感震ブレ

ーカー設置事業において、設置された自治会及び個人に対し補助金を交付したもの

でございます。令和２年度の交付決定件数は、説明書記載のとおり５４４件でござ

いました。 

○学校教育課長（岩本浩二） 

続きまして、ページ、４３ページをお願いいたします。 

教育費、教育総務費、事務局費、校務用パソコン管理費、１億６，１４６万６，

９４０円になります。こちらは、園・学校が保有する校務用パソコン１１８台の管

理、また、ＧＩＧＡスクール構想実現のために行いました校内ＬＡＮ工事、電源キ

ャビネット、児童・生徒１人１台の端末１，７６７台等、必要な工事、備品整備を

行いました。 

続いて、４４ページ、上から５つ目になります。事務局費、新型コロナウイルス

感染症緊急対策事業費、２，２９３万５，５９４円でございます。感染症拡大防止

のため、幼・小・中学校の安全な教育活動に必要となる消耗品、備品、空調設備設

置工事等を実施いたしました。加湿器等も、こちらで購入をしてございます。 

３つ飛ばしまして下から２つ目、施設整備事業費、４５０万円でございます。開

成小学校の管理教室棟、低学年棟のトイレ１４基及び体育館のトイレ４基につきま

して、洋式化の工事を実施してございます。 

１ページ飛ばしまして、４６ページをお願いいたします。 

下から２つ目、中学校費、学校管理費、施設整備事業費でございます。６８５万

３，０００円となります。文命中学校大規模改修工事基本設計及び実施設計の実施、

それに加えて、アスベスト含有建材分析調査もこちらで行ってございます。 

○教育委員会事務局参事（遠藤孝一） 

４９ページをお開きください。 

下から４番目、開成水辺スポーツ公園管理運営事業費でございます。開成水辺ス

ポーツ公園管理センターの談話室のエアコン設置工事を実施しました。また、公園

の管理運営を指定管理者により適切に行いました。年間利用者数は６万２，４５０

人と、前年比３万３，２０７人の減は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ

る閉鎖期間、利用規制があったためでございます。 

○企画総務部長兼財務課長（小宮好徳） 

続きまして、公債費になります。町債元金償還金、４億１，６５８万４，６８９

円でございます。こちらは、町債に対する元金返済分となってございます。令和２

年度末町債残高は、６８億６，９８６万４，０００円となります。 
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その下の利子になります。町債償還利子、４，０７４万７，６３５円、町債に対

する利子分返済でございます。 

歳出の説明は以上でございます。 

続きまして、決算書を御覧いただきたいと思います。決算書は、７６ページにな

ります。７６ページ、よろしいでしょうか。 

実質収支に関する調書となります。歳入総額８８億９，８９８万２，８８１円、

歳出総額８３億５，９０５万６，１２８円、歳入歳出差引額５億３，９９２万６，

７５３円、翌年度へ繰り越すべき財源、繰越明許費繰越額６，８９１万９，２５０

円、実質収支額４億７，１００万７，５０３円でございます。 

続きまして、令和２年度の財産に関する調書、決算書７９ページでございます。

財産に関する調書になります。決算年度中に増減があったものについて、御説明申

し上げます。 

まず、公有財産の土地及び建物でございます。 

まず、土地になります。区分が公共用財産のその他の施設として、年度中増減、

５３２．３２平米の増でございます。年度末現在高は、４万３，７７２．５９平米

でございます。こちらの増の要因は、みなみ地区の用地購入に伴うものでございま

す。年度末現在高は、１６万７，４９０．３１平米となります。 

次に、建物の増減明細でございます。区分、本庁舎になります。建物の非木造に

なります。年度中増減、マイナス１，９０７．２１平米、年度末現在高、３，９６

１．５３平米でございます。旧庁舎の解体に伴う減でございます。それと、マイク

ロバス倉庫改定に伴う減、この２つでございます。その他の施設、非木造、年度中

増減、マイナス２７０．５３平米、年度末現在高、１万７２．７８平米、旧庁舎の

横にありました各種団体施設解体に伴う減でございます。建物の年度末現在高は、

合計欄、４万４，０７８．０７平米となります。 

次の８０ページの物品の説明は省略させていただきたいと思います。 

続いて、８４ページになります。 

３の債権になります。育英奨学金貸付金になります。こちらの貸付けにつきまし

ては、令和２年度中、１１２万９，０００円が返済されましたので、現在高は２８

０万９，０００円となります。 

４、基金に移ります。基金の表につきましては、四捨五入によりまして千円単位

で記載してありますので、歳出決算額との比較において千円単位で不整合となる場

合がございますので、御了承いただきたいと思います。 

１、減債基金、利子収入を７，０００円積み立てまして、年度末残高は１，２９

１万４，０００円となってございます。 

財政調整基金です。１億５，０００万円を取り崩し、その後、１億５，０００万

円と利子収入３万３，０００円を基金に積み立て、年度末残高は５億７，９８５万

５，０００円となります。 

育英奨学金貸付基金でございます。年度の返済分１１２万９，０００円を積み立
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て、年度末現在高は２，２８６万４，０００円でございます。 

学校校舎等整備基金、こちらは変動ございません。 

社会福祉基金、３万円の寄附金がございましたので、それを積み立て、年度末現

在高は１０８万９，０００円でございます。 

商工振興事業基金、こちらも変動ございません。 

教育振興基金、寄附金１０３万円を積み立て、年度末残高は１２２万円でござい

ます。 

あしがり郷瀬戸屋敷基金、こちらは変動ございません。 

開成の夢を育てるあじさい基金、こちらも変動ございません。 

公共施設整備基金、１億円を取り崩しましたので、３億２，０００万円でござい

ます。 

開成駅前第２公園「ロンちゃん」基金は、変動ございません。 

森林環境譲与税基金、２３２万２，０００円を積み立て、年度末残高は３４１万

４，０００円でございます。 

みなみ地区植栽維持管理事業基金、４８５万円を積み立て、年度末現在高は４８

５万円でございます。 

国民健康保険財政調整基金、６，０００万円を積み立て、年度末現在高は２億２，

５７１万４，０００円でございます。 

国民健康保険高額療養費貸付基金、変動はございません。 

介護保険財政調整基金、１，８００万円を積み立て、年度末残高は２億６，５８

４万７，０００円でございます。 

高額介護サービス費貸付基金は、変動ございません。 

以上となります。 

以上、これをもちまして令和２年度一般会計歳入歳出決算書の説明を終了とさせ

ていただきたいと思います。 

○議長（吉田敏郎） 

暫時休憩といたします。再開を１０時１５分とします。 

午前１０時０１分 

○議長（吉田敏郎） 

再開します。 

午前１０時１５分 

○議長（吉田敏郎） 

日程第２ 認定第２号 決算認定について（国民健康保険特別会計）の細部説明

を担当課長に求めます。 

総合窓口課長。 

○総合窓口課長（土井直美） 

それでは、認定第２号 決算認定について。 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和２年度開成町国民健康保険特別
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会計歳入歳出決算は別冊のとおりにつき、監査委員の意見をつけて認定を求めます。 

令和３年９月７日提出、開成町長、府川裕一。 

では、決算書８５ページをお開きください。次のページ、８７ページです。 

国民健康保険特別会計歳入歳出決算総額、歳入、歳入予算現額１６億３，１０９

万８，０００円、歳入決算額１５億７，０９０万６，０５７円。歳出、歳出予算現

額１６億３，１０９万８，０００円、歳出決算額１５億４２７万４，６１６円。歳

入歳出差引額６，６６３万１，４４１円、うち基金繰入額０円。 

令和３年９月７日提出、神奈川県足柄上郡開成町長、府川裕一。 

次のページをお開きください。８８ページ。 

令和２年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算書、まず、歳入です。１款の国民

健康保険税から８款の諸収入まで、歳入合計、予算現額１６億３，１０９万８，０

００円、調定額１６億６，４４２万２，７５９円、収入済額１５億７，０９０万６，

０５７円、不納欠損額７５６万７，４００円、収入未済額８，５９４万９，３０２

円。 

続いて、８９ページ、歳出になります。１款の総務費から８款予備費まで、歳出

合計、予算現額１６億３，１０９万８，０００円、支出済額１５億４２７万４，６

１６円、翌年度繰越額０円、不用額１億２，６８２万３，３８４円。歳入歳出差引

残額は、６，６６３万１，４４１円です。 

では、詳細を説明いたします。決算書の附属資料、２３８ページをお開きくださ

い。２３８ページ、右下の参考欄、加入の状況から御説明いたします。 

令和３年３月３１日現在の世帯数と被保険者数です。加入世帯は１，９８６世帯

で、前年度から１世帯の減。次に、被保険者数は３，１３０人で、前年度から２５

人の減となります。年間の傾向といたしまして、被保険者数の減少の鈍化が見られ

ます。これは、国民健康保険から社会保険への加入者数が減少したのが主な原因と

思われます。 

では、少し戻りまして、２３６ページをお開きください。２３６ページ、こちら

の表を基に国民健康保険特別会計全体の決算の状況を説明いたします。 

歳入、歳出とも、前年度決算額と比べ６，４００万円ほど減となっております。

主な要因といたしまして、歳入、歳出とも構成比の大きい給付費の減によるもので

す。歳入では、５、県支出金の保険給付費等交付金が前年度から８，２８１万８，

０００円、マイナスとなってございます。これは市町村が支払う保険給付費等に対

する交付金でして、歳出の保険給付費のほぼ同額が交付されます。よって、歳出の

うち、２、保険給付費が前年度から８，５１６万９，０００円減になっています。

新型コロナウイルス感染症の影響により、受診控えによるものと考えられます。 

では、こちらの歳入、保険税について説明いたします。事業別説明書は５１ペー

ジからになります。 

国民健康保険税、決算額３億３，３８９万６，０００円。保険税の収入額が前年

度より３６０万６，０００円ほどマイナスとなっています。こちらは、減免、その
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他の理由により調定額そのものが前年度より減となったため、収納額自体も減とな

ったものです。 

一方、保険税の徴収率についてです。それぞれの徴収率等については、事項別明

細書に記載されたとおりでございます。現年度分全体の徴収率は９５．９３％、前

年度９４．９３％、１．４％伸びております。逆に、過年度分徴収率は１４．２２％、

前年度１４．３５％、０．９％減少した状況となってございます。 

次に、歳入の３、国庫支出金です。こちらは新たな補助金でして、新型コロナウ

イルス感染症の影響で国保税を減免した減収に対する補填となってございます。 

５の県支出金は、先ほど説明いたしました保険給付費等に対する交付金です。 

次に、前年度４５．３％増となっている繰越金についてです。こちらの増の原因

といたしましては、積立金が、２年度は６，０００万、積立てしていますが、その

前の年、元年度は２，２００万円の積立てだったことが影響しています。 

また、収納額としては小さいですが、伸び率として大きい諸収入になります。前

年度と比べ４００万ほどの増となってございます。こちらは、延滞金が１５０万、

国保事業費納付金精算金２５０万の増が要因となってございます。 

続いて、そのまま附属資料２３６ページ、右側、歳出の状況についてです。事業

別説明書は５４ページからになります。 

総務費、前年度から６１２万４，０００円の減となってございます。こちらは、

職員給与費の減が影響してございます。 

２の保険給付費は、先ほど申し上げたとおり、療養給付費等の減によるものです。 

こちらにつきまして、その下、２３７ページ、右側の医療給付の状況を御覧くだ

さい。療養の給付、療養費、高額療養費等について、件数、費用額を記載してござ

います。なお、費用額は医療に係る自己負担額を含めたもののため、歳出科目の保

険給付額とは一致しません。給付の状況としまして、葬祭費が前年度より１１件の

増以外は全てマイナスとなってございます。療養諸費計は１２億１，５８４万８，

０００円、昨年度よりマイナス８％の減となってございます。 

同じく２３７ページ、左下、経理関係諸比率を御覧ください。中段辺り、１人当

たり療養諸費費用額は３８万２，４６２円で、前年度から２万８，３７５円、１人

当たりの療養費がマイナスとなってございます。率にして、マイナス７％となって

ございます。 

では、歳出の続きとなります。３の国民健康保険事業費納付金、決算額３億８，

４１５万５，０００円、前年度から３６２万８，０００円の減となってございます。

こちらは、県が市町村から徴収した納付金を特別会計として運営し、県内市町村の

国民健康保険給付費等交付金、普通交付分に充てられるものです。 

続きまして、５、保健事業費、決算額１，１７５万５，０００円、前年度から５

７２万２，０００円の減となってございます。こちらの事業費は、４０歳から７４

歳の被保険者に対して特定健康診査や特定保健指導をする経費、医療費を通知する

などの医療費適正化事業に関する経費などです。令和２年度は、新型コロナウイル
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ス感染症の影響により集団特定健診を中止するなど、事業を縮小したことによる支

出減となってございます。 

では、最後に１０２ページをお開きください。 

実質収支に関する調書でございます。１、歳入総額１５億７，０９０万６，０５

７円、２、歳出総額１５億４２７万４，６１６円、３、歳入歳出差引額６，６６３

万１，４４１円、４、翌年度へ繰り越すべき財源は０円です。５、実質収支額は６，

６６３万１，４４１円となります。 

説明は以上となります。 

○議長（吉田敏郎） 

以上で、認定第２号 決算認定について（国民健康保険特別会計）の細部説明を

終了します。 

日程第３ 認定第３号 決算認定について（介護保険事業特別会計）の細部説明

を担当課長に求めます。 

町民福祉部参事兼福祉介護課長。 

○町民福祉部参事兼福祉介護課長（渡邊雅彦） 

それでは、介護保険事業特別会計の決算につきまして御説明いたします。 

まず、認定第３号 決算認定について。 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和２年度開成町介護保険事業特別

会計歳入歳出決算は別冊のとおりにつき、監査委員の意見をつけて認定を求めます。 

令和３年９月７日提出、開成町長、府川裕一。 

それでは、決算書の１０５ページをお開きください。 

介護保険事業特別会計歳入歳出決算総額。歳入、歳入予算現額１２億３，７０９

万８，０００円、歳入決算額１２億３，２６９万６，３０４円。歳出、歳出予算現

額１２億３，７０９万８，０００円、歳出決算額１１億８，９９９万８，２１０円。

歳入歳出差引額４，２６９万８，０９４円、うち基金繰入額０円。 

令和３年９月７日提出、神奈川県足柄上郡開成町長、府川裕一。 

次のページをお開きください。 

歳入でございます。１款の保険料から９款の諸収入まで。 

続きまして、次のページを御覧ください。 

歳出でございます。１款の総務費から７款の予備費までで、右下の記載の歳入歳

出予算残額につきましては、４，２６９万８，０９４円でございます。 

それでは、介護保険事業特別会計の決算の全体像を御確認いただくために、恐れ

入りますが、附属資料の２３９、２４０ページを御覧いただきますようお願い申し

上げます。よろしいでしょうか。 

まず、２３９ページになります。 

歳入決算額ですが、１、保険料から９、諸収入まで、合計１２億３，２６９万６，

０００円でございます。令和元年度は１２億１９４万７，０００円ですので、３，

０７４万９，０００円の増となっております。前年に比べて２．６％の増となりま
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す。 

次の歳出は、１、総務費から７、予備費まで、決算額の合計で１１億８，９９９

万８，０００円。令和元年度は１１億６，５３０万７，０００円ですので、２，４

６９万１，０００円の増ということで、２．１％の増となります。 

歳入のほうに戻りまして構成比を見ますと、１の保険料が２４．８％と最も多く、

続いて４の支払基金交付金が２４．７％となっております。保険料につきましては、

被保険者の数の増により前年度比１６３万３，０００円、０．５％の増加となりま

した。支払基金交付金や３の国庫支出金、５の県支出金につきましては、歳出側の

保険給付費との見合いとなります。歳入の構成比につきましては、前年度に比べ大

きな変動はございません。 

続きまして、歳出へ移ります。２の保険給付費の決算額は１０億９，５５８万４，

０００円で、構成比は９２．１％です。前年度より７，１６４万６，０００円、７．

０％の増加となりました。これは、認定者の増加に伴い介護給付費が伸びているこ

とによるものと思われます。 

続きまして、下段左の保険料の状況でございます。今年３月末の第１段階から第

１３段階までの所得段階別被保険者数は、合計で４，４９４人でございます。右側

の徴収方法別収納状況の現年分特別徴収について、還付未済を含んでおりますので

収納額が調定額を上回っておりますが、収納率は１００％となっております。次の

普通徴収につきましては、収納率が９５．３％となっております。 

次の滞納繰越分につきましては、６．０％の徴収率となっております。現年分、

滞納繰越分を合わせまして９８．６％になりますが、現年分につきましては、納め

忘れ通知などによりまして前年度を上回っておりますが、滞納繰越分はコロナの影

響によりまして臨戸訪問等ができなかったことにより、昨年度よりも収納率が下が

っているような状況でございます。 

では、恐れ入りますが、１ページおめくりいただきまして、２４０ページを御覧

いただいてよろしいでしょうか。 

２４０ページ、一番上の要介護（支援）認定者数となります。被保険者数は、１

号、２号、合わせた合計が７４８人となります。昨年は７２６人でしたので、２２

人の増となっております。 

続きまして、その下のサービスの利用状況に移ります。①の施設サービスの実績

は、特別養護老人ホームが４１人、老人保健施設が５０人、介護療養型医療施設が

１人、指定介護医療院が１人、合計９３人となっております。昨年度は合計しまし

て８５人でございましたので、前年度対比の内訳といたしましては、特別養護老人

ホームが２人増、老人保健施設が７人増というような形になっております。介護療

養型の医療施設については、１人減という形になります。 

続きまして、②の居宅介護サービスへ移ります。延べの受給者数につきましては、

一番右の欄にありますように５，４８６人となっております。前年度と比べまして、

２４３人の増という形となっております。 
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続きまして、③の地域密着型サービスでございますが、介護度別の人数は資料記

載のとおりでございます。延べ受給者数につきましては１，８５２人で、前年度よ

り６７人の増となっております。 

続きまして、右側の④サービス種類別年間利用件数でございます。介護サービス

と介護予防サービスを合わせた件数を記載させていただいております。 

それでは、続きまして、歳入歳出決算事項別説明書を御覧ください。ページは、

５７ページから５９ページが歳入、６０ページから６３ページが歳出となります。

こちらの中の特徴的な項目について、御説明いたします。 

まず、歳入でございますが、５７ページ、一番上の保険料になります。保険料で

ございます。介護保険料の第１号被保険者保険料についてですが、滞納繰越分につ

きましては、転出による不明者や死亡者によりまして１０名、７７万８，５３０円

を不納欠損処理とさせていただいております。 

続きまして、下から２つ目の国庫支出金、国庫補助金、保険者機能強化推進交付

金となります。地域包括ケアシステムの進化・推進に取り組むため、市町村は高齢

者の自立支援、重度化防止の取組を推進するとされておりまして、市町村の取組に

対する達成指標に応じまして国の予算の範囲内で配分をされているような状況でご

ざいます。 

続きまして、恐れ入りますが、１ページおめくりいただきまして、５８ページに

なります。 

一番上の介護保険事業補助金の新型コロナウイルス感染症対策啓発事業費補助金

となります。コロナ禍によります活動自粛の状況を受けまして、介護予防のための

広報支援として、高齢者の方が自宅でできる運動や健康のチラシを作成いたしまし

た事業に対する補助金でございます。 

続きまして、次の介護保険保険者努力支援交付金となります。令和２年度に新設

されました交付金で、市町村が行う介護予防健康づくり事業に対するものでござい

ます。開成町では、一般介護予防事業と包括支援事業に充当しております。 

続きまして、次の介護保険災害等臨時特例補助金となります。新型コロナウイル

ス感染症によりまして、一定程度収入が下がった被保険者の方の介護保険料減免分

に対する国の補助金となります。令和２年度の対象者は１件で、減免額は８万４，

０００円でございました。減免額の１０分の６を国が町に対して補助をしている状

況でございます。 

続きまして、歳出でございます。６０ページを御覧いただいてよろしいでしょう

か。 

３番目の総務費、総務管理費、一般管理費、新型コロナウイルス感染症緊急対策

事業費でございます。歳入でも御説明いたしましたが、コロナ禍による活動自粛の

状況を受けまして、介護予防のための広報支援といたしまして、高齢者の方が自宅

でできる運動や健康のチラシを運動、健康、それぞれ３，３００枚作成いたしまし

て、高齢者の方のいらっしゃる家庭２，９６３世帯に配布をいたしまして介護予防
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のための情報提供を実施いたしました。 

続きまして、１つ飛ばしていただきまして、介護認定審査会費、認定調査費、認

定調査関係費となります。こちらにつきましては、新型コロナ感染症の影響により

まして面会禁止によりまして調査を受け入れない事業者がございました。また、御

本人から等の申入れによりまして認定期間を１２か月延長できる特例制度の活用も

ありまして、訪問調査及び主治医意見書作成の件数、いずれも１００件以上減少し

ているような状況がございます。 

続きまして、６２ページを御覧いただいてよろしいでしょうか。 

上から４項目めになります。地域支援事業費、介護予防・日常生活支援総合事業

費、一般介護予防事業費になります。新型コロナウイルス感染症の影響で、いきい

き元気塾、いきいき健康体操指導員育成養成講座は中止とさせていただきました。

感染予防対策に配慮いたしまして、介護予防把握事業として７０歳、７５歳の方を

対象にアンケートを実施いたしまして、早期に介護予防の取組が必要な方にケアマ

ネジメントを実施いたしました。また、感染症対策に配慮し、集団方式のいきいき

倶楽部を個別方式に変更、また、いきいき健康体操指導員の地域での活動も屋外で

実施いただくなど、工夫を凝らして実施してきました。 

続きまして、１つ飛ばしていただきまして、包括的支援事業費になります。この

中で、認知症総合支援事業として令和２年度に認知症ガイドブックを作成いたしま

した。認知症の方の症状の進行に合わせて、いつ、どこで、どのような医療・介護

サービスを受けることができるのか、具体的な機関名やケアの内容等を認知症の方

とその御家族に提供することを目的としております。認知症ガイドブックにつきま

しては、社会福祉協議会や認知症ボランティアの方に配付するとともに、町のホー

ムページ、それから広報かいせい９月号においても紹介をさせていただいておりま

す。 

それでは、最後に決算書にお戻りいただきまして、恐れ入ります、１２２ページ、

御覧いただいてよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。 

実質収支に関する調書となります。１、歳入総額１２億３，２６９万６，３０４

円、２、歳出総額１１億８，９９９万８，２１０円、３、歳入歳出差引額４，２６

９万８，０９４円、４、翌年度へ繰り越すべき財源は０円、５、実質収支額４，２

６９万８，０９４円、６、実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定によ

る基金繰入額０円。 

御説明は以上となります。 

○議長（吉田敏郎） 

以上で、認定第３号 決算認定について（介護保険事業特別会計）の細部説明を

終了します。 

日程第４ 認定第４号 決算認定について（給食事業特別会計）の細部説明を担

当課長に求めます。 

学校教育課長。 
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○学校教育課長（岩本浩二） 

それでは、御説明をさせていただきます。 

認定第４号 決算認定について（給食事業特別会計）。 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和２年度開成町給食事業特別会計

歳入歳出決算は別冊のとおりにつき、監査委員の意見をつけて認定を求めます。 

令和３年９月７日提出、開成町長、府川裕一。 

決算書１２５ページをお開きください。 

給食事業特別会計歳入歳出決算総額でございます。歳入、歳入予算現額８，７２

１万９，０００円、歳入決算額８，５７７万１，５６１円。歳出、歳出予算現額８，

７２１万９，０００円、歳出決算額８，５１２万３，５５９円。歳入歳出差引額６

４万８，００２円、うち基金繰入額は０円となります。 

令和３年９月７日提出、神奈川県足柄上郡開成町長、府川裕一。 

次ページ、１２６ページを御覧ください。 

令和２年度給食事業特別会計歳入歳出決算書になります。歳入につきましては、

１款諸収入から３款繰越金まで、歳入合計、予算現額８，７２１万９，０００円、

調定額８，５９８万２，４１１円、収入済額８，５７７万１，５６１円、不納欠損

額０、収入未済額が２１万８５０円となります。 

１２７ページをお願いいたします。 

歳出につきましては、１款給食事業費、２款予備費として、歳出合計、予算現額

８，７２１万９，０００円、支出済額８，５１２万３，５５９円、翌年度繰越額は

０、不用額２０９万５，４４１円となります。 

それでは、附属資料２４１ページをお願いいたします。こちらで御説明をさせて

いただければと思います。特徴的な部分のみ、お話をさせていただきたいと思いま

す。 

まず、歳入の部分でございますが、令和元年度、令和２年度との比較におきまし

て、繰入金が０．６％から７％に増加しております。こちらにつきましては、昨年

４月、５月の緊急事態宣言での学校休業を受けまして、議員の皆様から８月に実施

いたしました９日分の給食の御支援をいただいたことで一時的に繰入金が増加した

ため、構成比が今年度のみ上がっているものでございます。 

あわせまして、給食の実施回数につきましては、そこに御覧いただいているとお

りですが、先ほど申し上げました緊急事態宣言の影響によりまして、幼・小・中と

もに、おおむね２０回程度、実施回数が減少してございます。 

それでは、決算書にお戻りいただきまして、１３３ページをお願いいたします。 

すみません。実質収支に関する調書になります。給食事業特別会計、歳入総額８，

５７７万１，５６１円、歳出総額８，５１２万３，５５９円、歳入歳出差引額６４

万８，００２円、翌年度へ繰り越すべき財源は０、実質収支額６４万８，００２円

となります。 

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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○議長（吉田敏郎） 

以上で、認定第４号 決算認定について（給食事業特別会計）の詳細説明を終了

します。 

日程第５ 認定第５号 決算認定について（後期高齢者医療事業特別会計）の細

部説明を担当課長に求めます。 

総合窓口課長。 

○総合窓口課長（土井直美） 

それでは、認定第５号 決算認定について。 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和２年度開成町後期高齢者医療事

業特別会計歳入歳出決算は別冊のとおりにつき、監査委員の意見をつけて認定を求

めます。 

令和３年９月７日提出、開成町長、府川裕一。 

それでは、決算書１３５ページをお開きください。１枚めくりまして、１３７ペ

ージ、後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算総額でございます。 

歳入、歳入予算現額２億４，２８９万１，０００円、歳入決算額２億４，０６９

万１，０１３円。歳出、歳出予算現額２億４，２８９万１，０００円、歳出決算額

２億２，９９８万９，８３７円。歳入歳出差引額１，０７０万１，１７６円、うち

基金繰入額０円。 

令和３年９月７日提出、神奈川県足柄上郡開成町長、府川裕一。 

次のページをお開きください。１３８ページ、歳入です。 

令和２年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書、歳入です。１款後期高

齢者医療保険料から５款諸収入まで、歳入合計、予算現額２億４，２８９万１，０

００円、調定額２億４，０５８万２，９２３円、収入済額２億４，０６９万１，０

１３円、不納欠損額１２万２，８２０円、収入未済額２３万９１０円。 

続いて、１３９ページ、歳出です。 

１款の総務費から４款の予備費まで、歳出合計、予算現額２億４，２８９万１，

０００円、支出済額２億２，９９８万９，８３７円、翌年度繰越額０円、不用額１，

２９０万１，１６３円、歳入歳出差引額は１，０７０万１，１７６円です。 

では、詳細を説明いたしますので、恐れ入ります、附属資料の２４２ページをお

開きください。 

全体の状況でございます。２４２ページ、下段の表の被保険者の推移となります。

令和２年度末の被保険者数は２，３４２人で、前年度から７８人増えています。毎

年、被保険者数は増加しておりますが、前年度比としては伸び幅が減っている状況

です。ちなみに、前年度比３．４５％は、県内市町村１位の伸びとなってございま

す。 

上の表の歳入歳出表を御覧ください。後期高齢者医療特別会計のうち、歳入の８

３．６％を１の後期高齢者医療保険料が、歳出では９８．８％を２の後期高齢者医

療広域連合納付金で構成されています。歳入の保険料として収納したものは、歳出
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の納付金として広域連合へ納める仕組みとなっております。 

それでは、歳入の保険料から説明いたします。参考までに、事業別説明書は６６

ページからとなっております。説明は附属資料のほうで説明させていただきます。 

１の保険料は、前年度と比較しまして１，７８５万９，０００円の増となってご

ざいます。被保険者の伸びとともに収納額も伸びてございます。事業別説明書にも

記載しておりますが、現年度分普通徴収の徴収率は９９．６％、滞納繰越分の徴収

率は２３％、不納欠損は１２万２，８２０円で、５名分を欠損いたしました。 

歳入のほうの繰入金です。こちらは、低所得者保険料軽減分や徴収等に係る事務

費等を県負担分と合わせて一般会計から繰り入れているものです。３５７万１，０

００円の増となっております。 

繰越金は、前年度からマイナス３万５，０００円となっております。 

５の諸収入です。前年度広域連合納付金の精算による還付金で、死亡等による過

年度保険料の還付相当分です。 

右側、歳出を御覧ください。１の総務費、決算額２５８万５，０００円、昨年度

から３７万７，０００円の増となってございます。こちらは、昨年度、増額補正し

ましたシステム改修対応による負担金の増が影響しています。 

２の後期高齢者医療広域連合納付金、後期高齢者医療広域連合へ町が徴収した保

険料相当額と軽減分相当額を納付しています。前年度比、プラス１，９１３万４，

０００円の伸びとなってございます。 

３の諸支出金、こちらは死亡等による過年度保険料の還付で、２５件、還付いた

しました。元年度は４１件となっております。 

では、決算書に戻りまして、１４７ページをお開きください。 

実質収支に関する調書でございます。１、歳入総額が２億４，０６９万１，０１

３円、２、歳出総額２億２，９９８万９，８３７円、３、歳入歳出差引額１，０７

０万１，１７６円、４、翌年度へ繰り越すべき財源は０円でございます。５、実質

収支額１，０７０万１，１７６円となります。 

説明は以上となります。 

○議長（吉田敏郎） 

以上で、認定第５号 決算認定について（後期高齢者医療事業特別会計）の細部

説明を終了します。 

日程第６ 認定第６号 決算認定について（水道事業会計）、日程第７ 議案第

４１号 令和２年度開成町水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての細部説

明を担当課長に求めます。 

都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

それでは、認定第６号 決算認定について（水道事業会計）。 

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和２年度開成町水道事業会計歳

入歳出決算は別冊のとおりにつき、監査委員の意見をつけて認定を求めます。 
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令和３年９月７日提出、開成町長、府川裕一。 

最初に、決算書の１５９ページをお開きいただきたいと思います。 

令和２年度開成町水道事業報告書。 

１、概況、（１）総括事項。令和２年度末の給水装置使用数は７，９７３個で、

前年度に比べ８１個の増となり、給水人口は１万８，２４６人で、前年度に比べ１

９６人の増となりました。また、年間総有収水量は２０９万３，４８１立方メート

ルで、前年度に比べ８万２，５６１立方メートルの増となりました。 

上水道設備の維持管理につきましては、安定給水を継続するため水道施設の耐震

化・更新工事を計画的に進めており、令和２年度は榎下浄水場配水池耐震補強工事、

高台第二浄水場配水池高区及び低区水位計更新工事等を実施しました。また、令和

元年度に着手した中央監視装置更新工事が完了しました。 

経営状況については、収益的収入は２億４，３８８万４３１円で、給水収益と他

会計補助金が主な収入源となっています。なお、令和２年度は、新型コロナウイル

ス感染症による影響から、町民の暮らしを守る緊急対策の１つとして、水道料金の

基本料金全額の減免を２期にわたり実施しました。これにより水道料金収入は減と

なりましたが、一般会計からの補助金により財源補填を行いました。 

収益的支出は２億１，３４９万２，００９円で、原水浄水配水及び給水費と減価

償却費が大きな割合を占めています。 

この結果、当年度純利益は３，０３８万８，４２２円となりました。 

資本的収入及び支出については、資本的収入は６，９６３万８，３００円で、企

業債と他会計負担金が主な収入源となっています。 

資本的支出は２億５，５１９万９，１１０円で、増設改良費と企業債償還金が主

な内訳となります。 

次に、決算書の１５１ページをお開きください。 

令和２年度開成町水道事業決算報告書でございます。１、収益的収入及び支出で

す。こちらは、水道事業の経営・運営を行うための経常的収支予算に対する決算状

況を表したものでございます。 

収入です。第１款水道事業収益の収入予算合計額が２億６，６３２万７，０００

円に対しまして決算額は２億６，３１３万５，３２５円で、予算に対して３１９万

１，６７５円の減となりました。 

次に、支出です。第１１款水道事業費用の決算額は２億１，７０４万７，６４３

円となってございます。 

次に、１５２ページをお開きください。 

（２）としまして、資本的収入及び支出です。この項目は、水道水を供給するた

めの水道施設の新設や改造などの投資的経費の収支予算に対する決算状況を表した

ものでございます。 

収入です。第２款の資本的収入の予算合計額が７，２０１万７，０００円に対し

まして決算額は６，９６３万８，３００円となり、２３７万８，７００円の減とな
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りました。 

支出です。第１２款資本的支出の決算額は２億７，３１３万８，２１５円で、不

用額は１，２４６万７，７８５円です。 

なお、欄外に記載のとおり、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額につ

きましては、公営企業法の会計処理基準にのっとり補填をしてございます。 

次に、１６６から１７１ページの収益費用明細書及び資本的収支明細書でござい

ますが、こちらにつきましては、詳細を令和２年度開成町歳入歳出決算事業別説明

書により御説明いたしますので、説明書の６８ページをお開きください。 

令和２年度決算事業別説明書（水道事業会計・歳入）。区分といたしまして収益

的収入、１款水道事業収益、１項営業収益、１目給水収益、水道使用料でございま

す。こちらは、令和２年度に調定をいたしました水道使用料の収益となっておりま

す。ただし、コロナ対策といたしまして２期分、４か月の基本料金全額の減免を実

施したため、減収となってございます。 

２目受託工事収益、給水工事加入金。こちらは、令和２年度に調定した水道利用

加入金でございます。 

３目その他の営業収益、こちらは各種手数料の収入となってございます。 

続きまして、２項営業外収益、１つ飛びまして、２目他会計補助金。こちらは、

コロナ対策で減免に伴いまして一般会計から補助金として受け入れているものでご

ざいます。 

４目長期前受金戻入益、こちらは、減価償却費のうち補助金等で取得した部分の

戻入益となってございます。 

続きまして、区分が資本的収入になります。２款資本的収入、１項分担金、１目

配水管布設分担金。こちらは、配水管布設分担金、下水道工事に伴う配水管布設替

え工事に係る分担金となってございます。 

２項負担金、１目他会計負担金、消火栓設置費負担金。こちらは、消火栓１５基

の更新に係る負担金となってございます。 

次のページになります。６９ページになります。 

今度は、歳出になります。区分といたしまして収益的支出、１１款水道事業費用、

１項営業費用、１目原水浄水配水及び給水費。こちらは、水質検査であったりとか

給配水に係る経費となってございます。 

２つ飛びまして、４目有形固定資産償却費、有形固定資産の減価償却経費となっ

てございます。 

５目資産減耗費、こちらは有形固定資産の除却経費となってございます。 

２項営業外費用、１目支払利息。こちらは、令和２年度当初、企業債の残高に対

する利子の返済分でございます。 

続きまして、資本的支出になります。１２款資本的支出、１つ飛びまして、２項

の増設改良費、配水施設整備工事費。こちらは、老朽化した建物、設備及び管の更

新工事を実施したものでございます。以下、６事業を実施しております。 
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２目メーター費、８年経過したメーター９９４個の交換工事を実施したものでご

ざいます。 

３項企業債償還金、１目企業債償還金。水道事業債５１件に対する元金償還金と

なってございます。 

改めまして、決算書のほうにお戻りいただきたいのですけれども、１５３ページ

をお開きください。 

令和２年度開成町水道事業損益計算書でございます。この計算書は、令和２年度

の１年間の損益について、税抜きで計算したものとなっております。下から４行目、

収益から費用を差し引いた額である当年度純利益は３，０３８万８，４２２円とな

りました。 

次に、１５４ページをお開きください。 

こちらは、令和２年度開成町水道事業剰余金の計算書でございます。この計算書

は、水道事業の企業内に留保している剰余金及び資本金の変動額を表示したもので

ございます。 

次に、１５６ページをお開きください。 

こちらは、令和２年度開成町水道事業貸借対照表でございます。こちらは、税抜

きの表示となってございます。この表は、令和２年度末における水道事業の財政状

況を資産と負債、資本の部に区分し、対照した表でございます。下から４行目、利

益剰余金合計３億８，６５４万４，３８５円、こちらが令和２年度末における水道

事業会計の剰余金となってございます。 

続きまして、１６０ページをお開きください。 

ここから、附属資料の説明でございます。最初に説明いたしました事業報告の続

きになります。 

２、業務、（１）業務量でございますが、表中の１行目、年度末給水人口は１万

８，２４６人、前年度と比較して１９６人の増となってございます。 

次に、中ほどの年間配水量は２１５万９，５８２立方メートル、１日平均では５，

９１７立方メートルとなりました。 

下段の年間有収給水量は２０９万３，４８１立方メートルで、有収率は９６．９％

となっております。 

以下、事業収入に関する事項、事業費用に関する事項、建設工事の概況、主要契

約の要旨、企業債の概況となってございます。後ほど御覧いただきたいと存じます。 

次に、１６４ページを御覧いただきたいと思います。 

こちらは令和２年度開成町水道事業キャッシュフロー計算書で、資金の流れを表

したものでございます。こちらも、後ほど御覧いただきたいと思います。 

続いて、１６５ページを御覧ください。 

このページは財務諸表に関する注記でございまして、重要な会計方針、その他の

注記を記載しております。 

以降、１７２ページの固定資産明細書から１７６ページの補填財源明細書までに
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つきましては、後ほど御覧いただきたいと思います。 

説明は以上となります。 

引き続きまして、議案第４１号 令和２年度開成町水道事業会計未処分利益剰余

金の処分についてでございます。 

令和２年度開成町水道事業会計未処分利益剰余金を別冊のとおり処分する。よっ

て、地方公営企業法第３２条第２項の規定により議会の議決を求める。 

令和３年９月７日提出、開成町長、府川裕一。 

こちらにつきましては、決算書１５５ページを御覧いただきたいと思います。 

令和２年度開成町水道事業剰余金処分計算書（案）でございます。この計算書の

中において、令和２年度未処分利益剰余金を次年度に目的別に処分するための案を

提示してございます。当年度末残高の未処分利益剰余金は１億３，０３８万８，４

２２円となってございます。このうち、建設改良積立金として３，０３８万８，４

２２円を積み立てまして、残額１億円を翌年度繰越利益剰余金とするものでござい

ます。 

説明は以上となります。 

○議長（吉田敏郎） 

以上で、日程第６ 認定第６号 決算認定について（水道事業会計）、日程第７ 

議案第４１号 令和２年度開成町水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての

細部説明を終了とします。 

日程第８ 認定第７号 決算認定について（下水道事業会計）の細部説明を担当

課長に求めます。 

都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

それでは、認定第７号 決算認定について（下水道事業会計）でございます。 

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和２年度開成町下水道事業会計

歳入歳出決算は別冊のとおりにつき、監査委員の意見をつけて認定を求めます。 

令和３年９月７日提出、開成町長、府川裕一。 

最初に、決算書の１８７ページをお開きください。 

令和２年度開成町下水道事業報告書。１、概況、（１）総括事項。開成町公共下

水道事業は、令和元年度より地方公営企業法の適用による企業会計を導入し、２年

が経過しました。下水道事業を適正に進めていくため財産情報を把握し、引き続き

経営基盤の強化に努めてまいります。 

令和３年３月３１日現在の整備面積は２５３．７ヘクタールで、前年度に比べて

１．６ヘクタールの増となり、整備人口は１万３，３５１人で、前年度に比べて８

１人の増となりました。有収水量は年間２１６万１，１３５立方メートルで、前年

度に比べ８万１，９６３立方メートルの増でした。 

令和２年度の下水道整備につきましては、快適で衛生的な生活環境を維持し、河

川などの公共用水域の水質保全を図るため、吉田島地区、牛島地区において管渠布
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設工事を実施しました。限られた財源の中、社会資本整備総合交付金を活用しなが

ら未普及地域の解消に向けて整備を進めております。 

下水道設備の維持管理につきましては、宮台マンホールポンプ保守点検業務及び

マンホール補修工事などを行いました。 

令和２年度の経営状況については、収益的収入は４億８，２６１万６，８４８円

で、下水道使用料と他会計補助金が主な収入源となっています。 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症による影響から、町民の暮らしを守る

緊急対策の１つとして、下水道使用料の基本料金全額の減免を２期にわたり実施し

ました。減免を実施したことに伴い下水道使用料収入は減となりましたが、一般会

計からの補助金により財源補填を行いました。 

収益的支出は４億５，０９９万４９０円で、流域下水道費と減価償却費が大きな

割合を占めています。 

この結果、当年度純利益は３，１６２万６，３５８円となりました。 

資本的収入及び支出の決算額については、収入は２億７７５万２，３５５円で、

企業債と他会計出資金が主な収入源となっています。支出につきましては３億４，

１９８万９，１４４円で、主な内訳としては建設改良費と企業債償還金となります。 

今後の公営下水道事業の運営につきましては、下水道の整備を行いながら設備の

適正な維持管理などを実施し、住みよい環境づくりを進めてまいります。 

次に、決算書の１７９ページをお開きください。 

令和２年度開成町下水道事業決算報告書でございます。（１）収益的収入及び支

出です。こちらは、下水道事業の経営・運営を行うための経常的収支予算に対する

決算状況を表したものでございます。 

収入です。第１款下水道事業収益の収入予算合計額が４億８，８０５万１，００

０円に対しまして決算額は５億４７３万８７７円で、予算に対しまして１，６６７

万９，８７７円の増となってございます。 

次に、支出です。第１１款下水道事業費用の決算額は４億６，７６８万５，９２

４円となってございます。 

次に、１８０ページをお開きください。 

（２）資本的収入及び支出です。この項目は、下水を処理するための施設などの

投資的経費の収支予算に対する決算状況を表したものでございます。 

収入です。第２款の資本的収入の予算合計額が２億１，８５９万６，０００円に

対しまして決算額は２億７７５万２，３５５円となり、１，０８４万３，６４５円

の減となりました。 

次に、支出です。第１２款資本的支出の決算額は３億５，１６１万４，７７１円

です。 

なお、欄外に記載のとおり、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額につ

きましては、公営企業の会計処理基準にのっとり補填をしてございます。 

次に、１９４から１９８ページの収益費用明細書及び資本的収支明細書でござい
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ますが、こちらの詳細につきましては令和２年度開成町歳入歳出決算事業別説明書

により御説明をいたします。７０ページをお開きください。 

令和２年度決算事業別説明書（下水道事業会計・歳入）。区分といたしまして収

益的収入、１款下水道事業収益、１項営業収益、１目下水道使用料、下水道使用料。

こちらは、令和２年度に調定した下水道使用料の収益となっております。こちらも、

コロナ対策のため２期分、４か月の基本料金全額の減免を実施したため、減収とな

ってございます。 

２項営業外収益、２目他会計補助金、一般会計補助金。一般会計からの補助金と

なっております。このうち１，５４３万６，５１２円につきましては、コロナ対策

に伴って減額を行いました基本料金分の補填を意味しております。 

４目長期前受戻入益、これは、減価償却額のうち補助金で取得した部分を戻入益

としているものでございます。 

区分といたしましては、資本的収入に移ります。２款資本的収入、１項負担金、

１目受益者負担金。こちらは、令和２年度に調定した下水道受益者の負担金でござ

います。 

１つ飛びまして、２項補助金、１目国庫補助金。これは、下水道国庫補助事業に

係る交付金となっております。社会資本整備総合交付金を頂いております。 

３項出資金、１目一般会計出資金、一般会計からの出資金となってございます。 

４項企業債、１目企業債、公共下水道事業債、流域下水道事業債、特別措置分、

いずれも起債をしているものでございます。一番最後のところが起債の特別措置分

となってございます。 

続きまして、次のページ、歳出になります。区分といたしまして収益的支出、１

款下水道事業費用、１項営業費用、１目管渠費。こちらは、下水道施設の維持管理

を実施した経費でございます。 

２目流域下水道費、酒匂川流域下水道の維持管理負担金の拠出分でございます。 

１つ飛びまして、５目減価償却費。こちらは、有形・無形固定資産の減価償却費

となっております。 

続きまして、区分が資本的支出になります。１２款資本的支出、１項建設改良費、

１目管路建設費。こちらは、管渠布設工事４件を実施したものでございます。令和

元年度、管渠布設工事箇所の舗装復旧工事を実施いたしました。 

１つ飛びまして、３項企業債償還金。こちらは、下水道事業債１４３件に対する

元金償還金となってございます。 

それでは、決算書に戻りまして１８１ページをお開きください。 

令和２年度開成町下水道事業損益計算書です。この計算書は、令和２年度の１年

間の損益について、税抜きで計算したものとなってございます。この中では、下か

ら４行目、収益から費用を差し引いた額でございます当年度純利益、こちらが３，

１６２万６，３５８円となったということでございます。 

次に、１８２ページをお開きください。 
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こちらは、令和２年度開成町下水道事業剰余金の計算書でございます。この計算

書は、下水道事業の企業内に留保している剰余金及び資本金の変動額を表示したも

のでございます。後ほど御確認をいただければと思います。 

次に、１８４ページを御覧ください。 

こちらは、令和２年度開成町下水道事業貸借対照表です。税抜き表記となってご

ざいます。この表は、令和２年度末における下水道事業の財政状況を資産と負債、

資本の部に区分し、対照した表でございます。下から４行目、利益剰余金合計５，

２７５万６，３４２円、こちらが令和２年度末における下水道事業会計の剰余金と

なってございます。 

続きまして、１８９ページをお開きください。 

ここから、附属資料の説明となります。最初に説明をいたしました事業報告の続

きになります。２の業務、（１）の業務量でございますが、表中の４行目、年間有

収水量２１６万１，１３５立方メートル、年間処理水量としまして２８７万３，４

５９立方メートルとなってございます。 

以下、事業収入に関する事項、事業費用に関する事項、主要契約の要旨、企業債

の概要となってございます。後ほど御覧いただきたいと思います。 

次に、１９２ページを御覧ください。 

こちらは令和２年度開成町下水道事業キャッシュフロー計算書で、こちらも資金

の流れを表したものとなってございます。後ほど御覧いただきたいと存じます。 

続いて、１９３ページを御覧ください。 

このページは財務諸表に関する注記でありまして、重要な会計方針、その他の注

記を記載しております。 

以降、２００ページの固定資産明細書から２１０ページの補填財源明細書までに

つきましては、後ほど御覧いただきたいと存じます。 

説明は以上となります。 

○議長（吉田敏郎） 

以上で、認定第７号 決算認定について（下水道事業会計）の細部説明を終了し

ます。 

以上で本日の日程は全て終了しました。 

なお、次回は９月１３日（月）に一般会計決算の質疑を行います。 

本日は、これにて散会をいたします。大変お疲れさまでした。 

午前１１時３２分 散会 


